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あ
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．
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築
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４ 分離新設開校一覧表（昭和４８年度以降）

年度 小学校 中学校

48 ［瀬野川（瀬野移転）］

49 戸坂城山（戸坂新町）、亀山南 2 亀山 1

50 己斐東、安東、落合東、矢野西、五日市東 5

51 安西、原南 2 仁保、楠那、落合 3

52 吉島東、黄金山、中筋、真亀、五月が丘
［落合（移転）、日浦（移転）］

5 安西、五日市南 2

53 安北、口田東、中野東 3
井口
［船越（移転）］

1

54 東浄、山田、鈴が峰、上安、八幡東 5

55 早稲田、毘沙門台、亀崎 3 日浦 1

56
井口明神、梅林、久地南、
美鈴が丘

4 亀崎 1

57 己斐上、倉掛、五日市観音西 3
五月が丘
［吉島（大手町移転）］

1

58 伴東、五日市中央 2 安佐南、三入（可部東） 2

59 井口台（井口北）、長束西 2 長束、口田 2

60 三入東 1 福木、古田、高取北、五日市観音、美鈴が丘 5

61

62 己斐上、城山 2

63 東原、城山北 2

元年 楽々園 1 井口台、瀬野川東 2

2
藤の木
［筒瀬（日浦東移転］

1

3
4
5

6 彩が丘 1

7 大塚 1 早稲田 1

8 向洋新町、高須 2

9

10 矢野南 1

11
12

13 古田台 1

14

15 伴南 1 安佐北（小中一貫・新設） 1

16
17
18

19 東野 1

20 大塚 1

21

47 28

3
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注
１

平
成

20
年

度
以
前

は
実
績

数
値
で
、
21

年
度

以
降

は
20
年

度
推
計

で
あ
る
。

２
実
績

数
値

は
現

在
の
市

域
に
組
み

替
え
て
い
る
。

0

20
,0
00

40
,0
00

60
,0
00

80
,0
00

10
0,
00
0

12
0,
00
0

5 0 年 度

5 1 年 度

5 2 年 度

5 3 年 度

5 4 年 度

5 5 年 度

5 6 年 度

5 7 年 度

5 8 年 度

5 9 年 度

6 0 年 度

6 1 年 度

6 2 年 度

6 3 年 度

元 年 度

2 年 度

3 年 度

4 年 度

5 年 度

6 年 度

7 年 度

8 年 度

9 年 度

1 0 年 度

1 1 年 度

1 2 年 度

1 3 年 度

1 4 年 度

1 5 年 度

1 6 年 度

1 7 年 度

1 8 年 度

1 9 年 度

2 0 年 度

2 1 年 度

2 2 年 度

2 3 年 度

2 4 年 度

2 5 年 度

2 6 年 度

児 童 生 徒 数

児
童

数

生
徒

数

（人
）

生
徒

数
の

ピ
ー
ク

昭
和

62
年

度
５
０
，
８
８
１
人

児
童

数
の

ピ
ー

ク
昭

和
57

年
度

１
０
６
，
２
５
３
人

６
７
，
２
１
０
人

平
成

20
年

度

２
８
，
８
９
５
人

６
０
，
４
７
１
人

平
成

26
年

度

２
８
，
０
１
２
人

資
料

６

４
．
広

島
市

立
小
・中

学
校

の
児

童
生
徒

数
の
推

移
及

び
推
計

（昭
和

50
年

度
～

平
成

26
年

度
）

4



６
．

小
中

学
校

数
と

１
校

あ
た

り
児

童
生

徒
数

の
推

移
及

び
推

計
（

昭
和

50
年

度
～

平
成

26
年

度
）

①
小

学
校

②
中
学

校

注
１

平
成

20
年

度
以
前

は
実

績
数

値
で

、
21

年
度

以
降

は
20

年
度

推
計
で

あ
る

。

注
２

実
績

数
値

は
現

在
の

市
域

に
組

み
替

え
て

い
る

。

小
学
校
数

と
１
校

あ
た
り
児

童
数
の

推
移
及

び
推

計

57
年

度
12

6校

20
年

度
14

0校

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

5 0 年 度

5 5 年 度

6 0 年 度

元 年 度

5 年 度

1 0 年 度

1 5 年 度

2 0 年 度

2 6 年 度

１ 校 あ た り 児 童 数

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

校
数

１
校
当

た
り
の

児
童
数

学 校 数

57
年

度
(児

童
数

ピ
ー
ク
)

１
校
あ
た
り
児

童
数

84
3名

20
年

度
１
校
あ
た
り
児

童
数

48
0名

26
年

度
１
校

あ
た
り
児
童

数
43

2名

中
学

校
数

と
１
校

あ
た
り
生

徒
数

の
推

移
及

び
推

計

20
年

度
64

校

62
年
度

57
校

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

5 0 年 度

5 5 年 度

6 0 年 度

元 年 度

5 年 度

1 0 年 度

1 5 年 度

2 0 年 度

2 6 年 度

１ 校 あ た り の 生 徒 数

010203040506070

学 校 数

校
数

１校
当
た
り
の
生
徒
数

（人
）

20
年
度

１
校

あ
た
り
生
徒
数

45
1人

62
年

度
（生

徒
数
ピ
ー
ク
）

１
校
あ
た
り
生
徒

数
89

3人

26
年

度
１
校
あ
た
り
生
徒
数

43
8人

（校
）

5

５



７
．

規
模

別
学

校
数

の
推

移
及

び
推

計
（

昭
和

50
年

度
～

平
成

26
年

度
）

①
小

学
校

②
中

学
校

注
１

平
成

20
年

度
以
前

は
実

績
数
値

で
、

21
年
度

以
降

は
20

年
度

推
計

で
あ
る

。
注

２
実

績
数

値
は

現
在

の
市

域
に

組
み

替
え

て
い

る
。

注
３

国
の

定
め
る

「
学

校
教
育

法
施

行
規

則
」
で

は
、

小
学
校

及
び

中
学

校
は

、
１

２
学

級
以

上
１

８
学
級

以
下

が
標

準
規

模
と

さ
れ

て
い

る
。

4
3

5
6

8
8

26
18

19
20

25

39

16

19

31

51

60

52

20
29

34

41

30
26

11

26

26

13
13

11

25

31

16

4
4

4

02040608010
0

12
0

14
0

5 0 年 度

5 7 年 度

6 0 年 度

7 年 度

2 0 年 度

2 6 年 度

5学
級

以
下

6～
11
学

級
12

～
18

学
級

19
～

24
学

級
25
～

30
学
級

31
学
級

以
上

（
校

）

5
4

4
5

7
9

4
5

4

9

18

20

8
12

10

23

28
22

7

12
16

21

10
13

13

22
23

4

1
0

010203040506070

5 0 年 度

6 0 年 度

6 2 年 度

7 年 度

2 0 年 度

2 6 年 度

5学
級

以
下

6～
11

学
級

12
～

18
学

級
19

～
24

学
級

25
学

級
以

上

（
校
）

6
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８
．

広
島

市
の

人
口

の
推

移
及

び
長
期

推
計

（
平

成
12

年
～

平
成

47
年

）

①
年

齢
３
区

分
別

人
口

の
推

移
及

び
推

計
②

年
齢

３
区

分
構

成
比

の
推
移

及
び

推
計

注
平

成
17

年
ま
で

は
実

績
数

値
で

、
22

年
以

降
は

(財
)日

本
統

計
協

会
が
刊

行
す

る
「
市

町
村

の
将

来
人

口
20

05
～

20
35

年
（

５
年
ご

と
）」

に
よ

る
。

1
1.
9

5
7.
5

3
0.
6

14
.6

15
.4

1
4.
5

14
.0

13
.6

13
.0

1
2.
3

70
.3

67
.7

65
.1

61
.5

59
.7

59
.2

58
.8

2
8.
9

27
.8

17
.7

14
.3

20
.4

24
.5

26
.7

-102030405060708090

1
00

平
成

12
年

(2
00

0
年

)
平

成
1
7年

(2
0
05

年
)

平
成

22
年

(2
01
0
年

)
平

成
27

年
(2
01

5年
)

平
成

32
年

(2
02

0年
)

平
成

3
7年

(2
0
25

年
)

平
成

42
年

(2
03
0
年

)
平

成
47

年
(2
03

5年
)

０
～
１
４
歳

１
５
～

６
４
歳

６
５
歳

以
上

（
％
）

17
4

16
9

16
9

16
4

15
7

14
7

13
6

12
7

79
6

78
1

75
9

71
7

69
2

67
3

64
9

61
4

16
2

20
5

23
7

28
6

30
9

31
6

32
0

32
6

-

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

平
成

12
年

(2
00

0年
)

平
成

17
年

(2
00

5
年

)
平

成
22

年
(2
01

0
年

)
平

成
27

年
(2
01
5
年

)
平

成
32

年
(2
02

0年
)

平
成

37
年

(2
02

5年
)

平
成

42
年

(2
03

0年
)

平
成

47
年

(2
03

5
年

)

（千
人

）

０
～

１
４
歳

１
５
～

６
４
歳

６
５
歳
以

上

7
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８
他
政
令

市
の
学
校
適
正

規
模
検
討

一
覧

（平
成

20
年

7月
現
在

）

都
市
名

小
学
校

中
学
校

１
８
～
２
４
学

級
（少

な
く
と
も
１
２
学

級
以
上
の
規
模

が
必
要

）
１
２
～
１
８
学

級
（少

な
く
と
も
６
学
級

以
上
の
規
模
が
必
要
）

（現
在

検
討
中
）

（現
在
検
討
中

）

１
２
～
２
４
学
級

９
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
１
８
学
級

１
２
学

級
以
上

１
２
学
級
以
上

１
２
～
２
４
学
級

１
８
～

２
４
学
級

（今
後
検
討
）

１
２
学

級
以
上

１
２
学
級
以
上

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

１
２
～
２
４
学
級

・
児
童

生
徒
、
教
員
間

に
お

い
て
、
多
様

な
人
間
関
係

を
育
む
こ
と
の
で
き
る
学
校

規
模

・
学
習

形
態
に
応
じ
た
指
導

や
多
様
な
選

択
教
科
、
総

合
的
な
学
習

の
時

間
な
ど
、
今
日
的

な
教
育
を
展

開
で
き
る
学

校
規
模
で
あ
る
こ
と
。

・
特
別

教
室
や
体

育
館
な
ど
の
施
設
利

用
に
制

限
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
授
業
時

間
を
適

切
に
割

り
当
て
る
こ
と
が
可
能
な
学

校
規
模
で
あ
る
こ
と
。

・各
学

年
が
複

数
学
級

と
な
り
、
学
級

替
え
が
で
き
る
規
模
が
最
低

限
必
要
。

名
古
屋

市

京
都
市

大
阪
市

堺
市

川
崎
市

・こ
れ
ま
で
は
18
学
級

か
ら
24

学
級
を
適
正
規
模

と
し
て
き
た
が
、
小
学

校
に
つ
い
て
は
平

成
20
年
度

に
は
約

８
割
が
17
学
級

以
下
で
あ
り
、
見
直
し
を
行
っ
た
。

・過
小

規
模
校
の
基
準

点
で
あ
る
児

童
数
30

0名
程
度
の
小
学
校

の
学
級

数
は
12
学
級

前
後
で
あ
り
、
国
や
多

く
の
他
都
市

で
も
12

学
級
以

上
を
適
正

規
模
と
整
理
し
て
い
る
。

・大
阪

府
教
育
委

員
会
の
教
育
改

革
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
少
な
く
と
も
12
学
級

程
度
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

・他
都

市
に
お
い
て
も
お

お
む
ね

12
～
24

学
級
を
適
正
規
模

と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

仙
台
市

さ
い
た
ま
市

新
潟
市

千
葉
市

・学
校

教
育
法
施

行
規
則
等

の
学

級
数
の
標
準

・現
在

、
外

部
検
討
組

織
で
検
討
中

。
上

記
は
内
部
検

討
段
階

。

横
浜
市

静
岡
市

浜
松
市

神
戸
市

北
九
州

市

福
岡
市

・学
校

教
育
法
施

行
規
則
等

の
学

級
数
の
標
準

・上
記

に
つ
い
て
は
特
に
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
概
ね

１
２
学

級
未
満
は
小
規

模
校
と
説
明
し
て
い
る
。

札
幌
市

市
独
自
で
定
め
て
い
な
い

・小
学

校
に
つ

い
て
は
、
効
果

的
な
ク
ラ
ス
替
え
が
可

能
と
な
る
よ
う
１
学
年
で
３
～
４
学
級
、
全
校

で
１
８
学
級
～
２
４
学
級

が
適

正
。
少
な
く
と
も
ク
ラ
ス
替
え
が
可

能
な
１
２
学
級
以
上

が
望

ま
し
い
。

・中
学

校
に
つ

い
て
は
、
教
員
配

置
上
１
２
学
級
～

１
８
学
級

が
適
正

規
模
、
少

な
く
と
も
ク
ラ
ス
替

え
が
可
能

な
６
学
級
以

上
が
望

ま
し
い
。

・各
学

年
で
ク
ラ
ス
替

え
が
可
能

と
な
る
1学

年
複
数
学
級

が
望

ま
し
い
。

・中
学

校
に
お

い
て
は
5教

科
に
は
複
数
教
員

及
び
音

楽
・保

健
体
育
等

の
実

技
系
教
科

に
専

任
の
教

員
配
置
可

能
な
こ
と
が
必
要
。

・学
校

教
育
法
施

行
規
則
等

の
学

級
数
の
標
準

・ク
ラ
ス
替
え
に
よ
る
多

様
な
人
間
関

係
の
形
成
、
集
団
ル
ー

ル
の
学

習
が
で
き
る
環
境
が
必
要
。

・選
択

教
科
の
学
習
、
課
外
活

動
の
充
実
等
の
た
め
一
定
数
の
教
員
配

置
と
な
る
規
模
が
必
要
。

・教
育

活
動
、
学
校
運

営
面
か
ら
、
各
学
年
に
複
数

の
学
級

を
編
成
で
き
る
規
模
が
必
要
。

・教
科

担
任
制
と
な
る
中

学
校
に
あ
っ
て
は
、
必
要
な
教
員

数
の
確
保
の
た
め
。

・小
学

校
に
お

い
て
は
１
学
年
複
数

、
中
学
校
に
お
い
て
は
１
学
年

４
学
級
以

上
の
学
級
編
成

が
望

ま
し
い
。

・児
童

生
徒
の
教
育
環
境

面
、
学
校
運
営

面
及
び

県
内
外
の
他
都
市

の
状

況
も
参
考
に
決
定
。

・児
童

生
徒
の
教
育
環

境
、
学
校
運
営

の
考

え
方

か
ら
学

校
教
育
本

来
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
規
模
。

・た
だ
し
、
一
時
的

に
児
童

生
徒
が
急
増
し
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
過

大
規
模
と
な
ら
な
い
30
学
級
ま
で
を
許

容
学
級
と
す
る
。
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9 小中学校の適正規模等に関する関連法令等

○ 学校教育法施行規則（抄）

（学級数）

第四十一条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地

域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

（略）

（準用規定）

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、（略）第六十八条までの規定は、中学校

に、これを準用する。（略）

○ 小学校設置基準（抄）

（一学級の児童数）

第四条 一学級の児童は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただ

し、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

○ 中学校設置基準（抄）

（一学級の生徒数）

第四条 一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。た

だし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

9



○ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（抄） 
   （国の負担） 

第三条 国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を

負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるも

のとする。 
（略） 

    四 公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必

要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築

に要する経費 二分の一 
     （略） 

 
 
○ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令（抄） 
   （適正な学校規模の条件） 
   第四条 法第三条第一項四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。 
    一 学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。 

二 通学距離が、小学校にあってはおおむね四キロメートル以内、中学校にあってはおお

むね六キロメートル以内であること。 

   ２ 五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合に

おいては、同項同号中「十八学級」とあるのは、「二十四学級」とする。 
   ３ 統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合しな

い場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認

めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二号に掲げる条件に適合する

ものとみなす。 
 

 

○ これからの学校施設づくり ― ６つの留意点 ―  （昭和５９年３月 助成課） 

  １．学校の基本的条件（適正規模）を充たした施設づくり 

     児童生徒の教育指導上、学校の管理運営上さまざまな問題を有する過小規模校の統合及

び過大規模校の分離の促進を図ることが必要である。 

 

学校規模（国の考え方） 

6学級       12学級                        24学級    30学級 

  

統合の場合の適正規模 

義務教育諸学校等の施設費の 

国庫負担等に関する法律施行令    

        18学級   

  

 

 

過小規模校 

 

 

小規模校 

学校教育法 

施行規則 

適正規模校 

 

 

 

 

 

大規模校 

 

 

過大規模校 
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１３

12 広島市立小・中学校分離基準

広 島 市 教 育 委 員 会
（昭和６０年２月決定）

［分離基準］

過大規模校のかかえる様々な問題点を解消するため､国の方針に沿って

３１学級以上の学校を分離する。

ただし、３１学級であっても、次の一項に該当する場合は分離しない。

１ 児童生徒数が１２００人に達しない場合

２ 短期間３１学級以上となる場合

３ 分離するための用地確保が困難な場合

なお、３１学級以上の学校であっても、減少傾向にある場合は、その推

移を見守る。



学校規模 1～5学級 学校規模 6～11学級 学校規模 12～18学級 学校規模 19～24学級 学校規模 25学級以上

校 （ 5.7% ） 校 （ 17.9% ） 校 （ 42.9% ） 校 （ 21.4% ） 校 （ 12.1% ）

人 （ 0.4% ） 人 （ 6.7% ） 人 （ 27.1% ） 人 （ 42.3% ） 人 （ 23.5% ）

彩が
丘

397

美鈴
が丘

407

五月
が丘

320

三入
東

297

日浦

369

亀崎

320

長束
西

350

河内 上安 船越

161 292 535

阿戸
毘沙
門台

亀山
南

144 360 557

飯室
鈴が
峰

落合

148 329 549

鈴張 天満
落合
東

161 267 539

大林 楠那 深川

75 326 499

三田 段原 伴南

173 388 587

高南 大州 安 楽々
園

197 274 555 639

戸山
牛田
新町

安東 五日市
中央

五日
市南

89 381 581 602 655

山田
戸坂
城山

真亀 古市
八幡
東

五日市
観音

74 339 491 575 596 669

己斐
東

神崎 伴東 八木 口田 矢野 瀬野

175 329 467 542 622 622 818

似島 本川
五日市
観音西

井口
明神 己斐 東野

矢野
西 八幡 亀山

50 312 443 490 544 579 644 666 844

元宇
品

畑賀 吉島 可部
南

中野 観音 五日
市東

大芝 宇品
東

口田
東

可部 梅林 矢野
南

104 235 304 436 444 494 495 526 566 625 666 800 885

湯来
西

筒瀬 黄金
山

倉掛 中島 石内 三入 原南 向洋
新町

長束 中山 仁保 伴 皆実 原 五日
市

大町 井口

24 43 182 241 340 384 445 431 505 511 618 655 656 670 758 781 810 865

小河
内

久地
湯来
東

荒神
町

湯来
南

狩小
川

上温
品

藤の
木

竹屋
中野
東

己斐
上

安西 大河 翠町 江波
吉島
東

安北 尾長 草津 祗園 中筋 緑井 庚午 山本

14 31 50 68 207 213 287 304 289 398 419 454 471 511 534 527 637 687 716 746 802 825 856 1,026

志屋 井原
似島
学園

基町
久地
南

袋町 広瀬
古田
台

幟町 青崎 白島
早稲
田

矢賀 温品 舟入 千田
井口
台

東浄
比治
山

三篠 福木 古田
南観
音

戸坂 宇品 牛田 高須 川内 大塚

11 38 43 159 212 242 259 282 374 415 424 438 467 516 606 548 657 644 681 715 744 850 828 917 939 1,012 1,038 1,152 1,175

学級
数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

学校
数 0 0 3 3 2 15 2 4 0 2 2 22 3 5 4 7 4 15 8 9 5 2 3 3 6 4 1 1 0 1 2 0 1 1

※学級数は特別支援学級を除く。 学校数 校 児童数 人

※校名の下段の数字は児童数である。

20校

15校

5校

10校

254

25

4,442

14 市立小学校の規模別状況（平成20年5月1日現在）

17

15,640

140

30

28,122

60

18,015

66,473

8

凡例

規模別学校状況

1学級～ 5学級 （ 8校）

6学級～11学級 （25校）

12学級～18学級 （60校）

17学級～24学級 （30校）

25学級～34学級 （17校）

1514
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学校規模 1～5学級 学校規模 6～11学級 学校規模 12～18学級 学校規模 19～24学級 学校規模 25学級以上

校 （ 10.9% ） 校 （ 28.1% ） 校 （ 43.8% ） 校 （ 15.6% ） 校 （ 1.6% ）

人 （ 1.8% ） 人 （ 18.2% ） 人 （ 43.7% ） 人 （ 33.1% ） 人 （ 3.2% ）

瀬野川

497

安佐南

525

大塚

497

東原

495

湯来 城山 三入 伴

44 321 391 482

阿戸 砂谷 美鈴が
丘

亀崎 落合 祗園東 五日市
観音

86 142 290 361 414 536 553

戸山 五月が
丘

瀬野川
東

高陽 清和 己斐 城山北 井口台 亀山 五日市
南

庚午 三和

58 167 286 331 366 408 481 497 545 577 609 769

似島学
園

己斐上 安佐北 白木 船越 仁保 段原 観音 安西 大州 可部 祗園 牛田 戸坂 井口 安佐

37 139 239 232 247 348 388 463 475 500 576 592 609 686 744 783

似島 楠那 日浦 早稲田 高取北 幟町 福木 温品 長束 国泰寺 吉島 中広 宇品 江波 二葉 翠町 古田 城南 口田 矢野 五日市

29 128 205 243 309 333 394 397 400 516 511 549 597 637 686 726 727 769 821 878 908

学級数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

学校
数 0 0 5 0 2 4 0 2 5 3 4 5 1 3 9 4 3 3 2 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

※学級数は特別支援学級を除く。 学校数 校 生徒数 人

※校名の下段の数字は生徒数である。

14 市立中学校の規模別状況（平成20年5月1日現在）

20校

15校

5校

10校

7

521

18

5,202

1

908

64

10

9,444

28

12,474

28,549

凡例

規模別学校状況

1学級～ 5学級 （ 7校）

6学級～11学級 （18校）

12学級～18学級 （28校）

19学級～24学級 （10校）

25学級～34学級 （ 1校）
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16 地域特性（市街地型、ニュータウン型、農村地域型）区分表(小学校）

小学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年
数）

創立年度 小学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年数） 創立年度 小学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年数） 創立年度

白島小学校 14 昭和31 (52) 昭和5
基町小学校 6 昭和46 (37) 昭和47
幟町小学校 12 昭和36 (47) 明治5
袋町小学校 8 平成13 (7) 明治5
竹屋小学校 12 昭和30 (53) 明治41
千田小学校 19 昭和27 (56) 大正13
中島小学校 12 昭和27 (56) 明治30
吉島東小学校 19 昭和51 (32) 昭和52
吉島小学校 12 昭和36 (47) 昭和31
広瀬小学校 10 昭和49 (34) 明治41
本川小学校 12 昭和25 (58) 明治5
神崎小学校 12 昭和29 (54) 明治43
舟入小学校 18 昭和33 (50) 昭和10
江波小学校 18 昭和41 (42) 明治33

(14校) (14校) ( 0校) ( 0校)
福木小学校 24 昭和46 (37) 明治5 戸坂城山小学校 12 昭和50 (33) 昭和49
上温品小学校 10 昭和43 (40) 昭和43 東浄小学校 21 昭和53 (30) 昭和54
温品小学校 17 昭和45 (38) 明治6 牛田新町小学校 12 昭和43 (40) 昭和44
戸坂小学校 27 昭和40 (43) 明治5 早稲田小学校 15 昭和54 (29) 昭和55
中山小学校 18 昭和39 (44) 明治8
牛田小学校 30 昭和52 (31) 明治7
尾長小学校 21 昭和32 (51) 大正6
矢賀小学校 16 昭和41 (42) 明治5

(12校) (8校) ( 4校) ( 0校)
荒神町小学校 6 昭和28 (55) 明治5 黄金山小学校 6 昭和51 (32) 昭和52 似島小学校 6 昭和40 (43) 明治34
大州小学校 12 昭和49 (34) 昭和30 向洋新町小学校 16 平成07 (13) 平成8 似島学園小学校 5 昭和21
青崎小学校 13 昭和36 (47) 明治6
段原小学校 12 昭和27 (56) 明治30
比治山小学校 22 昭和37 (46) 昭和3
皆実小学校 21 昭和29 (54) 大正9
翠町小学校 17 昭和41 (42) 昭和42
大河小学校 16 昭和39 (44) 明治17
仁保小学校 19 昭和41 (42) 明治5
楠那小学校 12 昭和49 (34) 明治7
宇品東小学校 19 昭和43 (40) 昭和30
宇品小学校 28 昭和41 (42) 明治29
元宇品小学校 6 昭和52 (31) 昭和23

(17校) (13校) ( 2校) ( 2校)
大芝小学校 18 昭和34 (49) 大正15 己斐東小学校 6 昭和50 (33) 昭和50
三篠小学校 23 昭和28 (55) 明治6 山田小学校 6 昭和53 (30) 昭和54
天満小学校 12 昭和26 (57) 明治5 鈴が峰小学校 12 昭和53 (30) 昭和54
観音小学校 16 昭和45 (38) 昭和24 己斐上小学校 14 昭和56 (27) 昭和57
南観音小学校 26 昭和43 (40) 明治6 井口台小学校 20 昭和58 (25) 昭和59
己斐小学校 18 昭和32 (51) 明治6 高須小学校 31 平成07 (13) 平成8
古田小学校 25 昭和37 (46) 明治6 古田台小学校 11 平成12 (8) 平成13
庚午小学校 26 昭和44 (39) 昭和45
草津小学校 22 昭和43 (40) 明治5
井口小学校 26 昭和44 (39) 明治6
井口明神小学 16 昭和55 (28) 昭和56

(18校) (11校) ( 7校) ( 0校)
八木小学校 18 昭和47 (36) 明治7 毘沙門台小学校 12 昭和54 (29) 昭和55 戸山小学校 6 昭和47 (36) 明治41
緑井小学校 25 昭和41 (42) 明治8 安東小学校 18 昭和50 (33) 昭和50 伴小学校 20 昭和46 (37) 明治7
川内小学校 33 昭和49 (34) 明治18 上安小学校 12 昭和54 (29) 昭和54
中筋小学校 24 昭和51 (32) 昭和52 安北小学校 20 昭和53 (30) 昭和53
古市小学校 18 昭和38 (45) 明治7 安西小学校 15 昭和50 (33) 昭和51
大町小学校 25 昭和46 (37) 昭和47 伴東小学校 16 昭和57 (26) 昭和58
安小学校 18 昭和42 (41) 明治41 長束西小学校 12 昭和58 (25) 昭和59
祇園小学校 23 昭和38 (45) 明治6 大塚小学校 34 平成06 (14) 平成7
山本小学校 31 昭和43 (40) 明治6 伴南小学校 18 平成14 (6) 平成15
長束小学校 17 昭和42 (41) 明治7
原小学校 23 昭和39 (44) 明治6
原南小学校 15 昭和50 (33) 昭和51
梅林小学校 25 昭和55 (28) 昭和56
東野小学校 19 平成18 (2) 平成19

(25校) (14校) ( 9校) ( 2校)
深川小学校 18 昭和49 (34) 明治28 亀崎小学校 12 昭和54 (29) 昭和55 井原小学校 4 昭和56 (27) 明治8
落合小学校 18 昭和52 (31) 明治28 真亀小学校 16 昭和51 (32) 昭和52 志屋小学校 3 昭和57 (26) 明治6
口田小学校 19 昭和47 (36) 明治5 落合東小学校 18 昭和50 (33) 昭和50 高南小学校 6 昭和53 (30) 明治6
可部小学校 21 昭和41 (42) 明治7 口田東小学校 20 昭和52 (31) 昭和53 三田小学校 6 昭和37 (46) 明治6
可部南小学校 14 昭和46 (37) 昭和47 亀山南小学校 18 昭和49 (34) 昭和49 狩小川小学校 8 昭和58 (25) 明治42
亀山小学校 25 昭和38 (45) 明治7 日浦小学校 12 昭和52 (31) 明治5 大林小学校 6 昭和45 (38) 明治27

久地南小学校 7 昭和55 (28) 昭和56 三入小学校 14 昭和49 (34) 明治24
倉掛小学校 8 昭和56 (27) 昭和57 鈴張小学校 6 昭和49 (34) 明治8
三入東小学校 12 昭和59 (24) 昭和60 小河内小学校 3 昭和56 (27) 明治7

飯室小学校 6 昭和50 (33) 明治6
久地小学校 4 昭和51 (32) 明治7
筒瀬小学校 4 平成元 (19) 明治8

(27校) (6校) ( 9校) ( 12校)
中野東小学校 13 昭和52 (31) 昭和53 矢野西小学校 20 昭和50 (33) 昭和50 瀬野小学校 25 昭和41 (42) 明治35
中野小学校 15 昭和43 (40) 明治18 矢野南小学校 26 平成09 (11) 平成10 畑賀小学校 8 昭和46 (37) 明治6
船越小学校 18 昭和39 (44) 明治5 阿戸小学校 6 昭和44 (39) 明治14
矢野小学校 20 昭和44 (39) 明治2

(9校) (4校) (2校) (3校)
八幡小学校 21 昭和43 (40) 明治9 五日市観音西小 14 昭和56 (27) 昭和57 石内小学校 13 昭和45 (38) 明治7
八幡東小学校 19 昭和53 (30) 昭和54 五月が丘小学校 12 昭和52 (31) 昭和52 河内小学校 6 昭和43 (40) 明治6
五日市観音小 20 昭和44 (39) 明治7 美鈴が丘小学校 12 昭和55 (28) 昭和56 湯来東小学校 5 昭和43 (40) 明治8
五日市中央小 19 昭和57 (26) 昭和58 藤の木小学校 11 平成元 (19) 平成2 湯来西小学校 3 昭和40 (43) 明治6
五日市小学校 24 昭和36 (47) 明治5 彩が丘小学校 12 平成05 (15) 平成6 湯来南小学校 7 昭和42 (41) 明治7
五日市東小学 17 昭和49 (34) 昭和50
五日市南小学 20 昭和41 (42) 昭和42
楽々園小学校 20 昭和63 (20) 平成元

(18校) (8校) ( 5校) ( 5校)

(140校) (78校) ( 38校) ( 24校)

※1 表中、網かけになっているのは今回のアンケートでは回答者がなかった小学校（13校）を示す。 ※2 学級数は平成20年5月1日現在。
※3 「最古建築年度」とは、各学校が保有する校舎のうち最も古い校舎の建築年度を示し、経過年数は平成21年3月31日に到達する年数である。

東区

安佐北区

安芸区

佐伯区

南区

西区

安佐南区

市街地 ニュータウン 農村地域

中区
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17 地域特性（市街地型、ニュータウン型、農村地域型）区分表(中学校）

中学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年
数）

創立年度 中学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年数） 創立年度 中学校名 学級数 最古建築
年度

（経過年数） 創立年度

幟町中学校 10 昭和29 (54) 昭和22
国泰寺中学校 14 昭和24 (59) 昭和24
吉島中学校 15 昭和56 (27) 昭和28
江波中学校 18 昭和36 (47) 昭和22

(4校) (4校) (0校) (0校)
福木中学校 11 昭和59 (24) 昭和60 戸坂中学校 19 昭和46 (37) 昭和47
温品中学校 12 昭和35 (48) 昭和38 早稲田中学校 8 平成6 (14) 平成7
牛田中学校 18 昭和35 (48) 昭和36
二葉中学校 19 昭和37 (46) 昭和26

(6校) (4校) (2校) (0校)
大洲中学校 15 昭和35 (48) 昭和23 似島中学校 3 昭和38 (45) 昭和22
段原中学校 11 昭和6 (77) 昭和22 似島学園中学校 3 昭和22
翠町中学校 20 昭和34 (49) 昭和22
仁保中学校 10 昭和50 (33) 昭和51
楠那中学校 5 昭和50 (33) 昭和51
宇品中学校 17 昭和36 (47) 昭和22

(8校) (6校) (0校) (2校)
中広中学校 16 昭和35 (48) 昭和24 己斐上中学校 5 昭和61 (22) 昭和62
観音中学校 12 昭和34 (49) 昭和22 古田中学校 21 昭和59 (24) 昭和60
己斐中学校 12 昭和46 (37) 昭和47 井口台中学校 15 昭和63 (20) 平成元
庚午中学校 18 昭和37 (46) 昭和22
井口中学校 21 昭和53 (30) 昭和53

(8校) (5校) (3校) (0校)
城山北中学校 14 昭和62 (21) 昭和63 安佐中学校 22 昭和43 (40) 昭和24 戸山中学校 3 昭和35 (48) 昭和22
城南中学校 22 昭和47 (36) 昭和47 高取北中学校 9 昭和59 (24) 昭和60 伴中学校 15 昭和49 (34) 昭和22
安佐南中学校 15 昭和57 (26) 昭和58 大塚中学校 15 平成20 (1) 平成20
安西中学校 14 昭和52 (31) 昭和52
東原中学校 15 昭和62 (21) 昭和63
祇園東中学校 15 昭和46 (37) 昭和46
祇園中学校 17 昭和38 (45) 昭和22
長束中学校 13 昭和58 (25) 昭和59

(13校) (8校) ( 3校) ( 2校)
高陽中学校 10 昭和49 (34) 昭和24 亀崎中学校 11 昭和55 (28) 昭和56 白木中学校 8 昭和40 (43) 昭和40
口田中学校 23 昭和58 (25) 昭和59 落合中学校 12 昭和50 (33) 昭和51 三入中学校 12 昭和57 (26) 昭和58
可部中学校 16 昭和51 (32) 昭和22 日浦中学校 6 昭和54 (29) 昭和55 清和中学校 11 昭和37 (46) 昭和37
亀山中学校 16 昭和49 (34) 昭和49 安佐北中学校 6 昭和58 (25) 平成15

(11校) (4校) ( 3校) ( 4校)
瀬野川中学校 15 昭和47 (36) 昭和22 矢野中学校 24 昭和46 (37) 昭和22 瀬野川東中学校 9 昭和63 (20) 平成元
船越中学校 9 昭和53 (30) 昭和22 阿戸中学校 3 昭和49 (34) 昭和22

(5校) (2校) (1校) (2校)
三和中学校 22 昭和47 (36) 昭和22 五月が丘中学校 6 昭和56 (27) 昭和57 湯来中学校 3 昭和41 (42) 昭和40
城山中学校 9 昭和61 (22) 昭和62 美鈴が丘中学校 9 昭和59 (24) 昭和60 砂谷中学校 6 昭和52 (31) 昭和22
五日市観音中 16 昭和59 (24) 昭和60
五日市中学校 25 昭和41 (42) 昭和22
五日市南中学 17 昭和51 (32) 昭和52

(9校) (5校) (2校) (2校)

(64校) (38校) ( 14校) ( 12校)

※1 学級数は平成20年5月1日現在。 ※2 中学校の3分類は、校区内の指定小学校区の主な地域特性を基本に分類している。
※3 「最古建築年度」とは、各学校が保有する校舎のうち最も古い校舎の建築年度を示し、経過年数は平成21年3月31日に到達する年数である。

東区

安佐北区

安芸区

佐伯区

南区

西区

安佐南区

市街地 ニュータウン 農村地域

中区
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18 広島市立学校適正配置等のあり方に関する
検討協力者会議要綱

(目的)
第１条 広島市立小学校及び中学校の適正規模、適正配置等に係る計画を策定するに当

たり、学識経験者、市民等から広く意見を聴取し検討するため、広島市立学校適正配
置等のあり方に関する検討協力者会議(以下「協力者会議」という。)を設ける。

(所掌事項)
第２条 協力者会議は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
⑴ 学校の適正規模
⑵ 学校の適正配置の考え方
⑶ 学校の適正配置の取組み方
⑷ その他学校の適正配置に必要な事項

(組織)
第３条 協力者会議は、委員１３人以内をもって組織する。
２ 協力者会議の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
⑴ 学識経験者
⑵ 各種団体の関係者
⑶ 市民
⑷ その他教育委員会が必要と認める者

３ 委員の任期は、平成 2１年３月３１日までとする。

(座長)
第４条 協力者会議を円滑に進めるために座長を置く。
２ 座長は、委員の互選とする。
３ 座長は、会務を総理し、協力者会議を代表する。
４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員

がその職務を代理する。

(会議)
第５条 協力者会議は、座長が招集し、その議長となる。
２ 協力者会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明

その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第６条 協力者会議の庶務は、教育委員会施設課において処理する。

(委任)
第７条 この要綱に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は、座長が

協力者会議に諮って定める。

附 則
１ この要綱は、平成２０年４月１０日から施行する。
２ この要綱は、平成 2１年３月３１日限り、その効力を失う。
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19 広島市立学校適正配置等のあり方に関する

検討協力者会議の公開等に関する取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、広島市立学校適正配置等のあり方に関する検討協力者会議（以下「協力者

会議」という。）の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会議の公開）

第 2 条 協力者会議の会議（以下「会議」という。）は、これを公開し、本要領に基づき何人も

会議を傍聴できるものとする。

（会議開催の周知）

第3条 教育委員会施設課は、会議を開催するに当たって、会議の日時､場所等必要事項を記載し

た会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の１週間前までに、これを次の方法により周知

するものとする。

⑴ 教育委員会施設課窓口への備え付け

⑵ 広島市公文書館の所定の場所への掲示

⑶ 広島市ホームページへの掲載

⑷ 広島市市政記者クラブへの情報提供

（傍聴人の定員）

第４条 会議の傍聴人（以下「傍聴人」という。）の定員は、１０人とする。

（傍聴手続）

第５条 傍聴の申込みの受付は、会議の当日、会議開始の３０分前から開始する。傍聴を希望す

る者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められ

る場合には、適宜増員に努めるものとする。

（傍聴することができない者）

第 6 条 第２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴すること

ができない。

⑴ 酒気を帯びていると認められる者

⑵ 凶器の類等他人に危惧を加えるおそれがある物品を携帯している者

⑶ 鉢巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯し、又は着用

している者

⑷ その他円滑な会議の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

（傍聴人の守るべき事項）
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第７条 傍聴人は静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと

⑵ 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ、又は他人の迷惑となる行

為をしないこと

⑶ 飲食又は喫煙をしないこと

⑷ 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと

⑸ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、座長の許可を得た場合を除く。

⑹ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと

（傍聴人の退場）

第８条 傍聴人がこの要領に違反するときは、座長はこれを制止し、それでもなおその指示に従

わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該

会議を中止する等の措置を講ずることができる。

（会議録の作成及び閲覧）

第９条 教育委員会施設課は､次に掲げる事項を記載した会議要旨を速やかに作成するものとす

る。

⑴ 会議名

⑵ 開催日時・場所

⑶ 出席委員氏名

⑷ 議題

⑸ 公開・非公開の別

⑹ 傍聴人の人数

⑺ 会議資料名

⑻ 会議の要旨

２ 教育委員会施設課は、作成した会議要旨に正確を期するため、座長の確認を得るものとする。

３ 教育委員会施設課は、作成した会議要旨を、教育委員会施設課窓口及び広島市公文書館の所

定の場所に備え置き、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度３月３１日まで閲覧に

供するものとする。

附則

１ この要領は、平成２０年４月１０日から施行する。

２ この要領は、第９条第３項に規定する、会議要旨閲覧の終了をもって効力を失う。
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20 広島市立学校適正配置等のあり方に関する検討協力者会議委員等名簿

（50音順、敬称略）

氏 名 役 職 等 備 考

赤星
あかほし

晋作
しんさく

広島市立大学国際学部教授

打越
うちこし

勲
いさお

広島市青少年健全育成連絡協議会会長

岡
おか

奈々
な な

市民委員

小原
こ ば ら

友
とも

行
ゆき

広島大学大学院教授 座 長

高木
た か ぎ

聖二
せ い じ

市民委員

谷村
たにむら

敏彦
としひこ

広島市PTA 協議会副会長

津田
つ だ

義
よし

晴
はる

(社)広島市社会福祉協議会理事

堂
どう

野
の

恵子
け い こ

安田女子大学文学部教授 座長職務代理者

丸木
ま る き

真木子
ま き こ

広島市PTA 協議会専務理事

森本
もりもと

昌
まさ

孝
たか

(社)広島市社会福祉協議会理事

山田
や ま だ

知子
と も こ

比治山大学現代文化学部准教授

伊藤
い と う

守夫
も り お

広島市立三入小学校校長 アドバイザー

山田
や ま だ

重則
しげのり

広島市立二葉中学校校長 アドバイザー
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